
令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

建 築 課 指 導 審 査 係 

建築計画に関する主な手続きの流れ 

確認申請までに行う建築関係の主な手続きの流れは以下の図の通りです。 

※全ての申請等を網羅しているものではありません。建築基準法に関する手続きについては建築課指導審査係へお問い合わせください。 

※各種手続きの流れに関しては、所管部署にお問い合わせください。 

 

ページＩＤを中央区ＨＰの右上にある検索窓に入力することで、対象ページへ移動できます。 

４Ｗ（週間）、２０Ｄ（日）等は処理期間を示しています。 

※処理期間は目安です。期間をお約束するものではありません。 

※各種手続きに関して変更が生じた場合は、所管部署にお問い合わせください。 

※東京都駐車場条例に基づく地域ルール（銀座・日本橋、八重洲、京橋）を適用する場合のみ対象
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中央区中高層建築物の建築計画の事前公開等に関する指導要綱 【建築課 建築調整係】

標識設置 標識設置届 説明会 説明会の報告

※設置期間は規模等により異なります（１５日・３０日・６０日・９０日）

駐車場地域ルール（中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要綱・中央区東京駅前地区附置義務駐車施設整備要綱） 【建築課 指導審査係】

適用申請書提出 判定結果通知書 誓約書・協定書提出 協定書締結

事前申出書提出 合意書・協定書取り交わし

地区計画の区域内における行為の届出 【建築課 指導審査係】

届出提出（着工の３０日以上前、地区計画の認定申請及び確認申請を提出する前まで） ４W

設置期間経過

標識設置期間の１／２以内

※事業区域の面積が１００㎡以上の場合に対象

※地区計画の区域内で、建築物の建築を行おうとする場合に対象

地区計画の認定
（法第６８条の５の５）

５W

駐車場条例の認定
その他認定

※手続きにより処理期間は変わります

※認定申請が不要な場合は、確認申請
に進めます。
※許可申請については個別にご確認く
ださい。

確認申請

着工

東京都福祉のまちづくり条例 【建築課 指導審査係】

特定都市施設設置工事計画届出書（工事着手の３０日以上前まで）

※特定都市施設の新設若しくは改修又は届出内容変更後をしようとする場合に対象
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中央区市街地開発事業指導要綱【 】地域整備課
まちづくり推進担当係長付

    

【連絡先】 

建築課 指導審査係  ０３ー３５４６ー５４５８ 

建築課 建築調整係  ０３ー３５４６ー５４６３ 

建築課 事業調整担当 ０３－６２６４－７４６７ 

地域整備課 まちづくり推進担当 ０３ー３５４６ー５４７４ 
 

      
【建築課 事業調整担当】


